
（様式５） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

審査基準（申請に対する処分関係） 

 

資料番号 ３９－２ 担当課 建築住宅課 

法令名 
高齢者の居住の安定確保に関

する法律 
根拠条項 

第19条の２ 

第１項、第３項 

許認可等

の内容 

サービス付き高齢者向け住宅

の目的外使用の承認 

（登録住宅の目的外使用） 

第十九条の二 登録事業者は、登録住宅の全部又は一部について入居者を国土交通省令・厚生労

働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定め

るところにより、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を第七条第一項第四号に規

定する者以外の住宅確保要配慮者（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律（平成十九年法律第百十二号）第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者をいう。以下こ

の項において同じ。）に賃貸し、又は同法第四十四条第三項に規定する認定事業者（第三項及び

第四十三条第二項において「認定事業者」という。）若しくは住宅確保要配慮者の居住の安定の

確保を図るための援助を適確に実施することができる者として国土交通省令・厚生労働省令で

定める者（第三項において「適格事業者」という。）において第七条第一項第四号に規定する者

以外の住宅確保要配慮者に転貸させることができる。 

３ 第一項の規定により登録住宅の全部又は一部を賃貸し、又は認定事業者若しくは適格事業者

において転貸させる場合においては、当該賃貸借又は転貸借を、借地借家法（平成三年法律第

九十号）第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借（国土交通省令・厚生労働省令で定める

期間を上回らない期間を定めたものに限る。）としなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


